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1 ．会社法の創設

Ⅰ．会社法制の現代語化

会社 に関して規定されていた商法第 2 編・有限会社法・株式会社の監査等に

関す る商法 の特 例 に関す る法律 （以下 「商 法特例法」 とす る） 等 につ いて，次

のように現代語化 等が行 われた。

1 ．平仮名口語体化

片仮 名文語体 で表記 され，現在 ではほ とん ど使用 されてい ない用語 な どが用

いられている商法第 2 編・ 有 限会社法・商法特例法等の各規定について，利用

者に分か りやす い平仮 名 口語体 に よる表記 に改 め られた。

2 ．用語の整理等

会社法 の創 設 に際 し，用語 の整理 を行 うと ともに，解釈 等の 明確化 につ いて

も必要 に応 じ規 定の整備 が行 われた。

3 ．会社 法 として再編成

商法第 2 編・有限会社法・商法特例法等の各規定 を一つの法典 （会社法） と

して まとめ，分 か りやす く再編成 した。

商法第2編 有限会社法 商法特例法等

尊サ 尊
会社法で規定 （一つの法典に再編成）
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Ⅱ．実質改正

会社法制 につ いて は，以 下の要望 が実務界等 か ら寄せ られてい た。

①短期 間に多 数 回の改正が あった結果 ，その全体 的 な整合性 を図る ことの

必要性

②最近の社会経済情勢の変化に対応するため各種制度の見直 しの必要性等

そこで，会社 法制 の現代 語化 の作 業 に合 わせ，次 の ような内容の実 質的 な改

が行われた（詳細は次頁以降参照）。

有限会社 を株式会社へ統合 （有限会社の廃止）

頬似商号の廃止

最低資本金制度の廃止

会社の機関設計の柔軟化

株式代表訴訟の見直 し

会計参与制度の創設

計算関係の見 直 し

合同会社の創設

組織再編行為の柔軟化等

なお，会社 法の施 行 に伴 う関係法律 の整備等 に よ り，有 限会社法・ 商法特例

等の法律 は廃止 され る （整備 法 1 ）。

／

Ⅲ．会社 と個人商人の区分

会社 法の創 設 に よ り，会社 は会社法 によ り規 定 され，個人商 人 （商人・小 南

）は会社 法施行後 の改正商 法に よ り規 定 される ことになった。

常会社法で規定 濁軒 サ
改正商法で規定
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2 ．会社法の定義規定

会社法の定義規定

会社に関して規定 されていた商法第 2 編・ 有限会社法・商法特例法等につい

て，次の よ うに用語 の整 理が行 われた。

1 ．会 社

会社 とは，株式会社・合名会社・合資会社又 は合 同会社 をいう（会 2 一）。

株式会社 には，会社法施行後の特例有限会社 が含 まれ （整備法 2 ），合名会

社・合資会社又は合同余社 を給称 して持分会社 とする（会575）。

2 ．子 会 社

子会社 とは，会社がその稔株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の

当該 会社 が その経 営 を支 配 して いる法 人 として法務 省令 で定 め る もの をい い

（ 会 2 三），従前 の議決権基準 か ら支配基準 （その経営 を実質 的に支配す る こと

が可能 な関係 にある もの） に変更 されたが ，詳細 につ いて は法務 省令 に委 ね ら

れてい る。

なお，親会社 も同様 の考 え方 に よる （会 2 四）。

3 ．公開会社・ 大会社

会社法 では，株式会社 を公 開会社 であ るか否 か，大会社 であ るか否か とい う

2 つ の 基準 に よ り分類 してい る。
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（1）公開会社

公開会社 とは， その発行す る全部又 は一部 の株 式 の内容 と して譲 渡 による当

該株式の取得 につ いて株 式会社 の承認 を要す る 旨の定款 の定め を設 けて いない

株式会社 をい う （会 2 五）。

つ まり，発 行す る株 式 に譲 渡制限が 設け られてい ない 「公開会社」 と，譲 渡

制限が設け られて い る「公 開会社 以外 の株式 会社 （株式 譲渡 制限会社 ）」 とに

区分 して い る。

したが って，公 開会社 とは，株 式 を市場 に上場 して いるか否か とい う基準 に

よる もの で は な い 。

＜ 公開会社の具体例＞

（2）大 会 社

大会社 とは，次 に掲 げ る要件 のいず れか に該 当す る株式会社 をい う（会 2 六）。

① 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上 した額が 5 億 円以上

で あ る こ と

② 最終事業年度に係 る貸借対照表の負債の部に計上 した額の合計額が200

億 円 以 上 で あ る こ と

つ まり，従前 の中会社・小 会社 とい う区分 では な く，大会社 か大会社以外 の

株式会社 とい う区分 に なった。

4 ．株式会社の機関設計

会社法 では，株式 会社 の機 関 を ［総会 ＋取締役 ］ とい う最 もシ ンプルな構 成

以外 に，多様 な構成 か ら機 関設計 を選択で きる こ ととした （会 2 七～十二 ，詳

細は後述）。

なお，商 法特例法 に規定 されて いた委員会等 設置会社 ［指名委 員会 ＋監査 委

員会 ＋報酬委 員会 ＋執行役］ は，委 員会設置 会社 ［指名 委員会 ＋監査委員会 ＋

報酬委員会］ に変更 された （会 2 十二）。

1 9



第1 編 総 則

5 ．取得請求権付株式

取得請求権付株式とは，株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容

として株 主が当該株 式会社 に対 して当該株式 の取得 を請 求す るこ とがで きる 旨

の定め を設 けてい る場合 にお ける当該株式 をい う （会 2 十人）。

つまり，取得請求権付株式 とは，株主が株式発行会社に対 し保有株式の買取

りを請求 で きる株式 であ り，買取 りの対価 は現金 だけで な く，社債・新 株予約

権・新株 予約権付 社債・他 の財 産 （対価 の柔軟化 が図 られ てい る） とす るこ と

がで きる （会 107②ニ ロ～ ホ， 108② 五イ）。

6 ．組織変更

組織変 更 とは，次の①又 は② に掲 げ る会社 がその組織 を変更す るこ とに よ り

当該①又 は② に定 める会社 とな ることをい う （会 2 二十六）。

① 株式会社 ⇒ 持分会社 （合名会社・合資会社又は合同会社）

② 持分会社 ⇒ 株式会社

会社法では，株式会社か ら持分会社へ，または持分会社から株式会社への移

行のみ を組織変 更 とい う。

したがって，特例有限会社か ら株式会社への移行，または持分会社から他の

種類の持分会社への移行 は，組織変更ではなく定款変更とされる （整備法46，

会919）。
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3 ．会社の商号

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．商号の登記

商法で は，「営業 の 同一性 」 を判 断基準 として，商号 が登 記 された と きは，

同市町村 内において 同一 の営業 のため に，他 の者が これ と同一の商号 を登 記す

るこ とを認 め て い な い （商 19 ）。

さらに，商業登 記法 では，同市 町村 内 において 同一の営業 のため他人 が登 記

した もの と判 然 区 別 す る こ とが で き な い と き は ， 商 号 の 登 記 を認 め て い な い

（ 商登27）。

2 ．柔軟化の要請

会社 の登記 において，定款 記載事項 及 び登記事 項 とされてい る「会社 の 目的」

（ 商166①一， 188② 一）の記載 に関す る審査が相 当厳密 に運用 されてい るため，

審査に時 間 と手 間がか か り，あ るいは新 しい事業形態 で用 い られ る用語 が認め

られに くいな どの問題点が指摘 され ていた。

3．同一商号・同一住所の会社

現在の登記実務では，同一商号・同一住所の会社の存在は認められていない

が，明文の規定 がない こ とか ら，取扱 いの 明文化 が求 め られて いた。
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4 ．不正競争目的の商号使用

商 法20条 1 項 で は，商号の登記 を した者は，不正 競争の 目的 をもって同一又

は類似 の商号 を使 用す る者 に対 しその使用 の差止 めを請求す る ことが で き，同

条2 項 は， 同市 町村 にお いて同一 の営業 のため に他 人の登記 した商号 を使 用す

る者 は，不 正競争 の 目的 でこれ を使用す るもの と推 定す る と規定 してい る。

一方，不正競争防止法において も，周知・著名商号につき他人が不正競争行

為をしたときは，不正競争行為の差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求

をす る権利 を認め てい るこ とか ら，商法 20条 との交錯 関係 につい て解釈 上不 明

確な点が ある との指摘 があ った。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

1 ．類似商号規制の廃止

商法 19条 による商号登記 の効力 は，同市 町村 内 に限定 され ているが，現在 の

企業活動 の広が り等 を考慮 した場合 ，規制す る ことの合 理性が乏 し くなってい

る との指摘 があ った ことな どか ら，会社 法の施 行 に伴 い類 似商号規 制 は廃止 さ

れ る こ と に な った 。

したがって，会社法施行後は，会社の設立に際し類似商号の事前調査 は不要

となった （ただ し，次 の 2 ．の調査 は必要 であ る）。

2 ．同一商号・ 同一住所の会社規制の明文化

改正商業登記法27条 では，「商号の登記は，その商号が他人の既に登記 した

商号 と同一で あ り，かつ ，その営業所 （会社 にあ っては本店） の所在場所 が当

該他人 の商号の登 記 に係 る営業所 の所 在場所 と同一 であ ると きは，す るこ とが

できない」 とされ，同一商号・ 同一住所 の会社 の規制措置 が明文化 された。

3 ．不正競争目的の商号使用

商法20 条 （不正競争のための同一・類似商号の使用）の規定は，不正競争防

止法 との交錯 関係か ら存 在意義 が乏 しいため，廃 止 され不 正競争 防止法のみ に

より規 制 さ れ る こ と に な っ た 。

商法2 1条 （主体 を誤 認 させ る商号） の規 定 は，不 正の 目的で 自己の営業 と誤
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認させるような商号 を他人が使 用す る ことを排斥 す るこ とがで きる権 利 を認 め

てお り，著名性 を要 求 して いない等 ，不 正競争 防止法 よ りも保護範 囲が広 い面

があることか ら，会社 法にお いて も同 旨の規定 （会 8 ）が設 け られた。

Ⅲ．実務対応

類似商号規 制の廃止 について，衆議 院法務委 員会 （平成 17年 5 月17 日）で は，

次のような付帯 決議が されてい る。

類似商号規制の廃止 につ いては，その運用状 況 を注視 し，必要 があれ ば，

既存の商号 に対 す る簡易 な救済制 度の創 設 を含 め，対応措 置 を検討 す るこ

と。

Ⅳ． コ メ ン ト

既存 の商号 に対 す る簡易 な救 済制度創 設の必 要性 は，以 下の理 由に よる。

①同一の商号 が認 め られれ ば，商号使用 に よる紛争 の増加 が予想 される こ

と

②現行制度では，商号の保護に関して損害賠償請求及び差止請求があるが，

手続が簡易で ない こと

③そのため，現行 制度 に よ り簡易 な救 済制度 の創 設が必 要 とされ る。
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4 ．事業譲渡をした場合の競業禁止等

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．営業譲渡人の競業禁止

営 業の譲 渡があ った場 合 には，当事者 が別段 の意思表示 を しない ときは，譲

渡人は 同市 町村 及 び隣接 市 町村 にお いて20年 間，同一の営 業 を行 うことが で き

ない （商 25（彰）。

つ ま り，営 業譲渡後 の譲受人 の譲 り受 けた営業 の保護 をす るため に，譲渡 人

が一定 区域 内での同一 の営 業 を行 うことを制 限す る規定 であ る。

2 ．特約 がある場合

特約 に よって，上記 1 ．の譲渡 人の同一営 業の制 限 を強化す る場合 におい て

も，次 の範囲が 限度 となる （商 25②）。

① 場所的な制限 ‥…・ 同府県及び隣接府県

② 期 間の制 限 ‥‥‥ 3 0年間
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さ．デ

Ⅱ．改 正 の ポ イ ン ト

1 ．事業譲渡会社の競業の禁止

事業譲渡会社は，当事者の別段の意思表示がない限 り，同一の市町村 （東京

都の特別区の存す る区域及 び地方 自治 法252条 の19 第 1 項 の指定都 市 にあ って

は区）の区域 内及 びこれに隣接す る市 町村 の区域 内 にお いては，そ の事 業 を譲

渡した 日か ら20年 間， 同 一 の 事 業 を行 う こ とが で き な い こ と さ れ た （会 2 1① ）。

2 ．特約が ある場合

譲渡会社が同一の事業 を行わ ない 旨の特約 を した場合 ， その特 約 は，その事

業を譲渡 した 日か ら3 0年 間の期 間内 に限 り， その効力 が有 る （会 2 1②）。従 来

の同府県及び隣接府県 とい う制限 は範 囲 と して狭す ぎる との判 断か ら，改 正 に

より，特約には場所 的の制 限を設 けず ，当事者 において定 める ことになった。

Ⅲ ． コ メ ン ト

商法では，改正後 も競 業禁止 規定 は 「営 業」 とい う文言 を使 用 して いるが，

会社法では 「事業」 とい う文言 を使用 してい る。「営 業」 と「事 業」 の相違 に

ついて は （他 の 規 定 に もあ る）， 今 後 明 らか に な る もの と考 え ら れ る 。

Ⅳ．実務対応

会社 と商人 との 間で事 業の譲渡 又 は譲受 けが あった場合 には，次 の ように譲

受け側 に規定 され る法律 が適用 される （会 24）。

会社
（ 譲渡人）

譲渡

→
商人
（ 譲受人）

ササ
改正商法が適用される（会24① ）

商人
（ 譲渡人）

譲渡

一－◆
会社
（ 譲受人）

サ†
会社法が適用される（会 24 ②）
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